
１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　18年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本市の他の課所では、類似の事業を実施していない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
ＩＴ経費を適正化すること、効率的な情報システムを構築・運用して行くことは、財源の有効活用に資するとともに、市民サービスの向上に
も寄与する。また、平成２２年度から新たに情報システムのプロジェクト管理支援を実施するなど、更なる情報システムの最適化を推進す
るための取組について検討し事務改善を図っていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

情報システムの予算要求時や調達時に実施する見積書等の精査により、情
報システムに関わる経費を削減しており、費用対効果を満たしている。

左記として判断した根拠

事業を推進していくには、ＩＴ関連の専門的知識が必要なため、事業の一部
を外部委託している。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　情報システムの調達の公平性・透明性を高め、ＩＴ経費の適正化を推進するとともに、効率的な情報システムの構築・運用を図る事を
目的とし、外部人材をＣＩＯ補佐監として登用し、情報システム予算の要求時及び調達時の見積書等の精査を行うとともに、情報シス
テム調達時等に、業務所管課職員に対し助言・指導を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

情報システム最適化事業

048-829-1892責任者 問い合わせ先山口　俊幸

コード 03442301 － 001
情報システム最適化事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　ＩＴ統括課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

ＩＴ経費を適正化すること、効率的な情報システムを構築・運用して行くこと
は、財源の有効活用に資するとともに、市民サービスの向上に寄与する。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

当市の情報システムに対し実施している事業であるため、市が実施すべき事
業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

横浜市・川崎市・千葉市・相模原市ともに最高情報責任者（CIO）を設置し、
情報システム最適化に向けた取組を実施しており他の都市と比較して同レベ
ルで実施できている事業である。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

情報セキュリティ監査や職員教育を通じて、情報セキュリティ意識の向上を図
ることで、情報漏洩等の事件・事故を未然に防止し、補償等の発生を生じさ
せないようにするだけでなく、市民からの信頼の維持に努めることができる。

左記として判断した根拠

情報資産の保護に対する脅威は情報技術の進歩に合わせて年々高度化し
ており、情報セキュリティ対策には専門知識が必要なことから、業務の一部を
委託している。また、情報セキュリティ対策の維持・向上のため、外部からの
監査を実施している。

　事務改善

横浜市・川崎市・千葉市・相模原市ともに内部監査を実施し、また一部を除い
て外部監査を導入しており、他の都市と比較して同レベルで実施できている
事業である。

「情報資産の安定活用」及び「市民の信頼の維持・向上」のため、情報セキュリティ対策に関する内部・外部監査等を実施するほか、
職員に向けて教育・指導・助言を行うなど、情報セキュリティの維持・向上のために必要な対策を実施する。
また、情報セキュリティ委員会を開催し、必要な対策の決定、事故等が発生した場合の対応を行う。

行政情報や市民の個人情報を扱う自治体においては、それらを守りながら業
務を進める必要があるため、市民に必要な事業である。

左記として判断した根拠

情報セキュリティ対策の監査や職員教育を実施するため、市が実施すべき事
業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　15年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-1893責任者 問い合わせ先山口　俊幸所管部署 政策局　ＩＴ統括課

情報システム最適化事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

情報セキュリティ事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03442301 － 002

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

他の課所においては、類似の事業を実施していない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
情報セキュリティの基本原則である「市民の信頼の維持・向上」を目的とし、市が持つ「情報資産」を常に変化する外部の脅威から保護す
るとともに、職員の不注意等による人的事故を防ぐために毎年監査や研修を実施していく必要があると考える。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

昨今の厳しい経済状況の中、市自らが市の資産を有効活用することで、自主
財源を確保していくことは必要と考える。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

横浜市、川崎市、千葉市、相模原市ともに、掲載要綱、掲載基準、指針等に
基き、広告事業を実施している。

有効性

根拠

広告事業を行うことで、自主財源を確保することができるとともに、市内企業、
商店等の広告を掲載することで、地域経済の活性化に寄与できる。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

048－829－1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード －
広告事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市の資産（印刷物、ＨＰ、公共施設等）を広告媒体として、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民
サービスの向上や、市内の企業、商店等の振興による地域経済の活性化を図るため、広告事業を推進するための調整・研究、各所管
の広告掲載の支援及び広告審査委員会の運営等を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
広告事業開始から５年目を迎え、事業内容についても概ね庁内に浸透していることから、事務処理の簡略化や所管課の裁量範囲を広く
することで、更なる効率化を図り、広告事業に取り組みやすい環境づくりを進める。具体的には、広告審査委員会に諮る案件の整理や、
広告代理店選定事務等、各所管課への役割分担を検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

昨今の厳しい経済状況の中、市自らが自主的に財源を確保していくという意
識を醸成させてことが重要であり、民間委託すべきではない。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　18　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
総合振興計画「さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」に掲げられた将来都市像や「しあわせ倍増プラン２００９」の実現に向けた企画・立案を
行う政策局の取りまとめ課としての事務事業であり、常に事務の効率化を図りながら継続すべきと考える。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

政策局内の各所管の連絡・調整及び取りまとめを行うもので、類似の事業は
ない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03440201 － 001

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

企画調整事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

企画調整事務執行管理事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048－829－1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

市誕生１０周年記念事業や、「さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」に掲げられ
た主要事業の企画・立案等、総合調整を行う事務であることから、市民に必
要な事業であると考える。

左記として判断した根拠

総合振興計画「さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」に掲げられた将来都市像
や「しあわせ倍増プラン２００９」の実現に向けた予算編成、議会対応を行うも
のであり、市として実施すべき事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

少人数にもかかわらず、大量の事務を役割分担を明確にしながら、効率的に
執行管理を行っている。

左記として判断した根拠

市の固有事務であり、民間委託には馴染まない。

　事務改善

どの関東指定都市においても企画調整部門があり、同様の執行管理を行っ
ている。

政策局及び政策企画部の筆頭課として、また、課の筆頭係として予算・決算、議会対応等、局内各課室及び課の連絡調整が円滑に
行えるよう、総合的な調整及び執行管理を行う。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

本市の本庁舎及び区役所庁舎の整備に関する検討であることから、市が自ら
検討、実施するべきである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

横浜市では、19年度まで時限的に外部識者による「新市庁舎整備構想検討
会」を設置していたが、区役所を含めた総合的な検討を行っている他の関東
指定都市はない。

有効性

根拠

本庁舎及び区役所庁舎の整備に関し、その機能・規模・形態・位置等、市民
の利便性に係る検討を行うため必要である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

企画調整事務事業

048－829－1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440201 － 002
庁舎整備検討委員会運営事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

「合併協定書（平成12年9月調印）」に基づき、将来の本庁舎及び区役所庁舎の整備に関し、その機能・規模・形態・位置等について
幅広く意見を集めることを目的に、市民参加により設置した「さいたま市庁舎整備検討委員会」の会議開催、運営を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
市の行政運営の拠点・シンボルとなる本庁舎の整備及び市民サービスの最前線として重要な役割を担う区役所庁舎の整備に関しては、
十分に時間をかけて検討する必要があることから、本事業は継続すべきと考える。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

将来の庁舎整備のあり方に対して、様々な立場から幅広くご意見をいただく
委員会であり、費用対効果は満たしていると考える。

左記として判断した根拠

先進自治体等の調査や、専門性を有する資料作成の部分について、民間委
託を実施している。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

庁内の他の所管では実施していない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　20　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
　本事業は、大学コンソーシアムの仕組みを構築し、大学間の連携を深めることで、大学の魅力が向上し、地域社会の更なる活性化を図
るものである。また、市と大学とが連携を深め、地域の課題に対応した特色ある事業を展開するものである。「しあわせ倍増プラン2009」
記載のとおり、大変重要な意義を持っているため、さいたま市独自の事業として、費用対効果に留意しながら「継続」して実施する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　大学コンソーシアムを構築し、包括的な協定の締結を目指すものであり、類
似の事業はない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03440201 － 003

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

企画調整事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

大学コンソーシアム構築事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成21年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　大学コンソーシアムは、各大学が有する人材・施設・ノウハウ等を活用した
地域課題の解決など、地域貢献を主たる目的の一つとしており、地域や市民
にとって必要な事業である。

左記として判断した根拠

　市内の大学が連携する大学コンソーシアムはなく、国や県では、同様又は
類似の事業を実施していない。

5.その他（各大学との協働による実施）4.補助金

　　有

⇒ ク

　大学コンソーシアムを構築することで、各大学が有するノウハウ等を活用し
た事業を実施できる一方で、費用は検討協議会の開催にかかる事務経費の
みであり、費用対効果を満たしている。

左記として判断した根拠

　大学コンソーシアムの仕組みを構築するため、市と大学とで構成する検討
協議会を設置しているが、会議の運営に委託経費を要するほどのものではな
く、民間委託を活用することは不可能である。

　事務改善

　川崎市、横浜市、千葉市とも、各地域の大学や大学コンソーシアムとの連携
事業を実施している。

　市内及び近隣の大学と調整を行い、各大学が主体となって地域の課題に取り組む大学間の連携組織「大学コンソーシアム」を構築
し、平成23年度末までに市と包括協定を締結する。また、市と大学の連携により、福祉・教育・経済等幅広い分野で、特色あるプロジェ
クトを平成24年度末までに実施する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

有効性

根拠

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令 地方自治法第２条第４項

実施方法

妥当性

企画調整事務事業

048－829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440201 － 004
総合振興計画推進事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

総合的・計画的な行政運営を図るため、基本構想（地方自治法に基づき、まちづくりの基本理念等を示すもの）、基本計画（基本構想
に基づき各行政分野の施策の方向性等を示した計画）、実施計画（具体的な事業等を分野ごとに示した計画）の３層からなる総合振
興計画を定める。また、実施計画の着実な推進を図るため、毎年度進行管理を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
新実施計画（計画期間：平成21年度～25年度）の実施状況を把握し、わかりやすく市民に公表するとともに、新たな事務事業評価と連携
した計画の推進及び管理を検討する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容

　「ユニバーサルデザイン推進基本指針」と「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」及び「さいたま市福祉のまちづくり推進指針」は、類
似した理念に基づく施策であることから、一元的に推進することが、効率的、効果的と考えられる。
　また、ユニバーサルデザインと密接に関連する「ノーマライゼーション条例」の検討が現在福祉部で行われていることなどから、本事業
については、福祉部門で行うべきと考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

福祉総務課所掌の「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」と類似した理念
に基づく施策であることから、統合可能と考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03440201 － 005

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

企画調整事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

ユニバーサルデザイン推進事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１８年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

ユニバーサルデザインの取組を市が率先して実践し、発信することにより、社
会全体の取組として普及させ、定着を図る。

左記として判断した根拠

社会全体の取組であるため、市としてやるべきことを実践する必要がある。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ エ

平成１９年度より職員向け講演会を開催してきており、職員への周知が進ん
できたことから、庁内においてユニバーサルデザインの考え方を反映させた
施策が実践されてきた。

左記として判断した根拠

庁内への周知を中心に取組みを進めているところであり、民間委託する業務
はない。

　事務改善

本市のように指針の作成までは至らないものの、他の指定都市においても同
様の取組は行われている。

平成２１年度に設置したプラス・ハート委員会により、ユニバーサルデザインについての全庁的な取組を推進するとともに、ホームペー
ジ等により継続的に庁内外に情報発信を行う。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市の魅力を内外へ強くPRしていくためのツールとして、市が実施すべき事業
である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

他の関東指定都市にも、類似のキャタクターはある。

有効性

根拠

市に愛着をもってもらうため、また市の魅力を内外へPRしていくためのツール
として、市民に必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

企画調整事務事業

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440201 － 006
PRキャラクター等の利活用

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市の魅力のＰＲ効果を高めるため、PRキャラクターつなが竜ヌゥ及びその他シンボル（市章・市民マーク、市の木・花・花木、市の歌、区
の色・ロゴマーク）の利活用を促進する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
平成２２年度に広報課が策定予定の広報マスタープランの推進にあたり、PRキャラクターの利活用は、情報発信ツールとしての必要性は
高いと想定されることから、広報マスタープラン推進主体となる広報課が所掌することが適切と考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠
庁内の各課で作成する印刷物やグッズで活用されているほか、市民や企業
等もヌゥを使用することができるため、デザインバリエーション追加にかかる費
用に対して、高い効果を得ている。グッズについては、ふるさと応援寄附に対
する謝意などに活用するなど、市民から好評を得ている。
左記として判断した根拠

ヌゥのデザインは、作者（デザイナー）に著作者人格権が帰属するため、バリ
エーション追加にあたっては、他の者による制作が不可能である。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本市における個別施策の事業ＰＲキャラクターは他にもあるが、つなが竜ヌゥ
は個別施策に特化することなく、本市の都市イメージの向上を目指すPRキャ
ラクターであることから、類似のＰＲキャラクターはない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（平成１３年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

エ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
当該事業は、市民の連帯の強化や、地域振興のための事業に充当するため、市町村の合併の特例に関する法律第１１条の２第１項第３
号及びさいたま市合併振興基金条例に基づく基金への積立を行うという意義ある事業であることから、継続して実施すべき事業である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

庁内において類似の基金積み立てを実施している所管はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03442801 － 000

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

市町村の合併特例に関する法律第１１条の２第１項第３号
さいたま市合併振興基金条例

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

合併振興基金積立金

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

合併振興基金積立金

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048－829－1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　13　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

市民の連帯の強化や、地域振興のための事業に充当するための積立である
ことから、市民に必要な事業であると考える。

左記として判断した根拠

旧合併特例法第１１条の２及びこれに基づく基金条例に定められた基金への
積立であることから、市が実施すべき事業であると考える。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

原資はそのままに、基金の運用益だけを活用して、市民の連携強化、地域振
興に資する事業に充当するということで、費用対効果は高いと考える。

左記として判断した根拠

基金への積み立て事業であることから、民間委託には馴染まない。

　事務改善

関東指定都市においては、このような市民の連帯の強化や、地域振興のため
の事業費用に充当できる基金は設置されていない。

平成13年度の３市合併に際し設置された「さいたま市合併振興基金」に対して、市民の連帯の強化や、地域振興のための事業費用に
充当するため、当該基金の運用益を積み立てる。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

本庁舎及び区役所庁舎の整備費用であり、近い将来を見据えて、市として積
立を行っていく必要がある。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

相模原市を除く、横浜市、川崎市、千葉市では庁舎整備基金を設置してお
り、積立を行っているが、利子のみの積立である。

有効性

根拠

本庁舎及び市民にとって最も身近かな窓口である区役所庁舎の整備費用で
あるため、基金に積立を行うことは必要と考える。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

さいたま市庁舎整備基金条例

根拠法令

実施方法

妥当性

庁舎整備基金積立金

048－829－1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03442901 － 000
庁舎整備基金積立金

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

本庁舎及び区役所庁舎の整備を行うため、必要な資金を庁舎整備基金に積み立てる。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
本庁舎及び区役所庁舎については、早いところで、あと数年で法定耐用年数に達する施設が複数あり、将来世代に過大な負担を強いる
ことを避けるためにも、計画的に基金積立を継続していく必要がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

将来世代の過大な負担を避けるためにも、早期に積立を行っていくことは費
用対効果を満たしていると考える。

左記として判断した根拠

基金への積み立て事業であることから、民間委託には馴染まない。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

庁内において類似の基金積み立てを実施している所管はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　21　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
「しあわせ倍増プラン2009」等に基づき、平成23年度末までに条例を制定することを目標として、平成22年４月に設置した自治基本条例
検討委員会を中心として、様々な市民参画の手法を活用しながら検討を行うものであり、「継続」して実施する。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

自治基本条例は、本市の自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的
事項等を定めるもので、本市の自治のあり方を定める最高規範性を持つもの
であり、類似事業はない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03441001 － 000

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

自治基本条例制定事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

自治基本条例制定事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　21　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

地方分権時代において、自立した都市として多様化する市民ニーズに即した
市政を推進するためには、市民自治の確立に向けて、政策や市政運営の具
体的な方向付けをしていくことが求められ、その基盤となる条例が必要。

左記として判断した根拠

本市の自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的事項等を定めるも
のであり、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ち
た地域社会をつくるための「地域主権」の理念からも市が実施すべき。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

条例の実効性を高めるために、市民が主体となって、市民目線で十分に時
間をかけてつくり上げていく過程が重要であり、そのための検討委員会の運
営経費やフォーラム等の実施経費として妥当なものである。

左記として判断した根拠

検討委員会の円滑な運営及び議論の活性化のためには、会議における意見
の整理や議事録の作成など、経験・専門性に基づくサポートが必要であり、
民間委託を実施している。

　事務改善

関東地方の指定都市では川崎市が平成17年度に制定済みだが、その他の
市は未制定である。千葉市においても、平成25年４月施行に向けて、今年度
中に検討委員会を設置する予定。

「市民自治の確立～市民が主役の、しあわせを実感できるさいたま市づくり～」の実現に向け、自治に関する基本的な理念や市政運
営の基本的事項等を定めた、いわば本市の憲法となる自治基本条例を平成23年度末までに制定する。
　なお、条例の検討に当たっては、公募市民、関係団体代表者、学識経験者からなる「さいたま市自治基本条例検討委員会」を中心
として進めるとともに、タウンミーティングなど様々な市民参画の手法を活用していく。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

12



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（平１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

政令指定都市により構成される会議は他にあるが、本会議と同様に企画所管
部局により、企画行政について調査研究を行う類似の会議はない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 広域的な観点のもと、目的を同じくする自治体が共同して広域的課題の解決を推進するものであり、継続が妥当である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

政令指定都市19市が共同で取組むことにより、共通課題解決の取組みを効
率的に実施することができる。

左記として判断した根拠

政令指定都市独自の課題は自らが考え、課題解決に取組む必要がある。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

大都市の企画行政及び都市問題に関し、協力して調査研究等を行い、もって大都市住民の福祉の向上と我国都市問題の解決に資
することを目的とし、政令指定都市１９市（札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松
市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市）の企画担当局長職で構成。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

広域行政推進事業

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440401 － 001
大都市企画主管者会議

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

本会議は、大都市住民の福祉の向上等に資することを目的に、大都市の企
画行政及び都市問題について調査研究を行うこととしており、その成果を本
市の施策に生かすことで、市民の福祉向上につながるものと考えられる。

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

大都市の諸問題の解決は、大都市である本市をはじめとする19政令指定都
市が主体的に取組むべきものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市も、本会議の構成市となっている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

九都県市が共同で取組むことにより、国への要望活動などの取組みを効率
的に実施することができる。

左記として判断した根拠

九都県市独自の課題は自らが考え、課題解決に取組む必要がある。

　事務改善

関東指定都市も、本会議の構成市となっている。

部会を構成する９都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、相模原市）と共同して、長期的展望のもと
に、共有する膨大な地域活力を生かし人間生活の総合的条件の向上を図るため、首都機能に関する諸問題及び東京湾域に関する
諸問題について検討を行う。

本部会は、人間生活の総合的条件の向上を目的に、首都機能に関する諸問
題及び東京湾域について検討を行うこととしており、その成果を本市の施策
に生かすことで、市民の福祉向上につながるものと考えられる。

左記として判断した根拠

首都機能に関する諸問題の解決は、本市をはじめとする首都圏を構成する
九都県市が主体的に取組むべきものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成１５年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典所管部署 政策局　企画調整課

広域行政推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

九都県市首脳会議首都機能部会

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03440401 － 002

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

九都県市共通課題である首都機能について、調査研究を行う類似の会議は
ない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 広域的な観点のもと、目的を同じくする自治体が共同して広域的課題の解決を推進するものであり、継続が妥当である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（浦和市、大宮市）・平成３年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

業務核都市共通の課題について、調査研究を行う類似の会議はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
広域的な観点のもと、目的を同じくする自治体が共同して広域的課題の解決を推進する取組みは妥当であるが、本会議の会計におい
て多額の繰越金が発生していることから、構成市の負担金の減額など、事務改善に向けた協議を進める。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

業務核都市が共同で取組むことにより、国への要望活動などの取組みを効
率的に実施することができる。

左記として判断した根拠

業務核都市独自の課題は自らが考え、課題解決に取組む必要がある。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

多極分散型国土形成促進法における業務核都市の育成・整備を促進し、自立都市圏の形成を先導するため、業務核都市の首長が
意見交換、連絡調整を行う。（構成２１市：八王子市、立川市、青梅市、町田市、多摩市、熊谷市、川越市、春日部市、越谷市、土浦
市、つくば市、牛久市、千葉市、成田市、木更津市、柏市、横浜市、川崎市、厚木市、相模原市）

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

広域行政推進事業

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440401 － 003
首都圏業務核都市首長会議

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

本会議は、業務核都市の育成・整備を促進し、自立都市圏の形成を先導す
ることを目的に、意見交換、連絡調整を行うこととしており、その成果を本市の
施策に生かすことで、市民の福祉向上につながるものと考えられる。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

業務核都市の育成・整備は、本市をはじめとする21業務核都市が主体的に
取組むべきものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市も、本会議の構成市となっている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

首都圏県都7市が共同で取組むことにより、共通課題解決の取組みを効率的
に実施することができる。

左記として判断した根拠

首都圏県都独自の課題は自らが考え、課題解決に取組む必要がある。

　事務改善

横浜市、千葉市も、本懇話会の構成市となっている。

首都圏県都として共通する諸問題を提起し、長期的展望のもと個性と活力ある地域づくりを図るため、諸問題について積極的に取り
組むことを目的とする。首都圏の県庁所在地7市（横浜市、水戸市、甲府市、前橋市、宇都宮市、千葉市、さいたま市）で構成。

本懇話会は、長期的展望のもと個性と活力ある地域づくりを図るため、諸問
題について積極的に取組むこととしており、その成果を本市の施策に生かす
ことで、市民の福祉向上につながるものと考えられる。

左記として判断した根拠

首都圏県都として個性と活力ある地域づくりを促進することは、本市をはじめ
とする7県庁所在地市が主体的に取組むべきものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（浦和市）・昭和５７年度）

3.全部委託

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典所管部署 政策局　企画調整課

広域行政推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

首都圏県都市長懇話会

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03440401 － 004

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

首都圏県都共通の課題について、調査研究を行う類似の会議はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 広域的な観点のもと、目的を同じくする自治体が共同して広域的課題の解決を推進するものであり、継続が妥当である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ア

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（浦和、大宮、与野）・昭和５４年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

埼玉県中央広域行政圏共通の施策を推進する類似の会議はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
社会経済情勢の変化や市町村合併の進展の中で、広域行政圏施策は役割を終えたとことなどから、広域行政圏計画策定要綱が平成
21年3月に廃止されており、また、本協議会の広域行政圏計画の計画期間が平成22年度末で終了することなどから、平成22年度末を
もって本協議会を廃止することについて構成市町間で確認しており、協議会の廃止に向けた調整を図る。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

本協議会における初期の目的は達成され、すでに役割は終えており、今後
新たな成果は見込めない。

左記として判断した根拠

埼玉県中央広域行政圏共通の課題は自らが考え、課題解決に取組む必要
がある。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

埼玉県中央地域における広域行政を推進するため、協議会を設置し、構成市町（川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷
市、桶川市、北本市、伊奈町）との共同により、広域行政圏計画に関する事務等と行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

広域行政推進事業

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440401 － 005
埼玉県中央広域行政推進協議会

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

本協議会における初期の目的は達成され、すでに役割は終えており、市民に
は必要ではない。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

本市以外の関東指定都市においては、同様な協議会等は設置されていな
い。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

左記として判断した根拠

　事務改善

関東指定都市も、本協議会の構成市となっている。

首都圏広域地方計画及びその実施に関し必要な事項を協議することを目的とする。１都７県５政令指定都市（茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市）の首長、近隣自治体（福島県、
新潟県、長野県、静岡県）の首長、関東地方整備局等地方支分部局（国の地方行政機関）の長等で構成。

本協議会は、首都圏広域地方計画及びその実施に関し必要な事項を協議
することを目的としており、その成果を本市の施策に生かすことで、市民の福
祉向上につながるものと考えられる。

左記として判断した根拠

首都圏の厳しい経済状況等を乗り越える自立的発展に向けた将来像を描く
首都圏広域地方計画の実現への取組みは、本市をはじめとする首都圏に所
在する都県市等が主体的に取組むべきものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成２０年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典所管部署 政策局　企画調整課

広域行政推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

広域地方計画協議会

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令 国土形成計画法第１０条第１項

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03440401 － 006

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 広域的な観点のもと、目的を同じくする自治体が共同して広域的課題の解決を推進するものであり、継続が妥当である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

エ

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（大宮市、与野市）・昭和６０年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

上尾道路建設に係る共通の施策を推進する類似の会議はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容

　上尾道路整備区間のうち、本市に係る区間については、すでに供用開始されており、今後、関係自治体との調整等の必要性は低下す
ると想定されることから、本同盟会に企画調整課が出席する役割は薄れている。
　また、本協議会に係る負担金、要望活動などは道路計画課が所掌していることなどから、今後は道路計画課のみが本同盟会に出席す
ることが適切と考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

上尾道路建設に係る課題に共同で取組むことにより、国への要望活動などの
取組みを効率的に実施することができる。

左記として判断した根拠

上尾道路建設に係る課題は関係団体自らが考え、課題解決に取組む必要
がある。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

上尾道路の早期建設を促進するとともに、沿線地の土地利用推進について関係自治体（埼玉県、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市）
と協議するため、年１回の会議に道路計画課とともに出席している。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

広域行政推進事業

048-829-1030責任者 問い合わせ先川島　雅典

コード 03440401 － 007
上尾道路建設促進期成同盟会

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　企画調整課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

本同盟会は、上尾道路の早期建設を促進するとともに、沿線地の土地利用
推進について検討することとしており、その成果を本市の施策に生かすこと
で、市民の福祉向上につながるものと考えられる。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

上尾道路の早期建設を促進することは、本市をはじめとする関係団体が主体
的に取組むべきものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

まちづくりは基本的に市の役割であると同時に、地権者として街区整備事業
を実施しているものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

街区整備事業と類似する事業については、各関東指定都市においても同様
の取り組みが進められている。一方で、市導入機能の類似施設については、
千葉市には存在するが、川崎市、横浜市、相模原市には存在しない。

有効性

根拠

街区整備事業を促進することにより、まちの賑わいを創出し、魅力を高めると
ともに、市導入機能については、市民等で構成する検討委員会からの検討
結果を踏まえつつ、整備を進めるものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局 政策企画部 企画調整課 サッカープラザ準備室

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

さいたま新都心第８－１Ａ街区公共公益施設整備事業

048-829-1040責任者 問い合わせ先高橋　誠

コード 03467001 － 000
さいたま新都心第８－１Ａ街区公共公益施設整備事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　さいたま新都心第８－１Ａ街区整備事業を促進するとともに、当街区に公共公益施設を整備することにより、まちの更なる賑わいを創
出し、魅力あるまちづくりを進める。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容

　本市の魅力ある都心の形成の観点から、さいたま新都心第８－１Ａ街区のまちづくりを促進することは不可欠である。当街区への市導
入機能については、市民等で構成する検討委員会からの「子ども・多世代ふれあい広場が最もふさわしい」との検討結果を踏まえつつ、
また、（仮称）こども総合センターとの適切な機能分担を図り、子どもたちを中心に多世代が集い、交流するとともに、地区の更なる賑わい
に寄与する施設とすべく、整備を進める必要がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

街区整備事業においては、当街区の市有地の有効活用を図り、公共床を取
得するものである。また、民間施設が整備されることにより、固定資産税等の
税収が見込めるものである。

左記として判断した根拠

街区整備事業は、民間事業者を公募により選定したものであり、民間事業とし
ての位置づけである。また、市導入機能については、専門的な見地からの検
討が必要なため、委託により具体化作業を進めることとしている。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

街区整備事業で取得する公共床への導入機能については、子ども・子育て
に関する機能について、旧大原中学校跡地に整備が予定されている「（仮
称）子ども総合センター」との適切な役割分担を図ることとしている。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（平成１８年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　平成　１５　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　）・　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本市の他の部署では、類似の事業を行っていない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 埼玉高速鉄道株式会社の経営安定化を図るため、引き続き県及び沿線市と共同で平成22年度から10年間の経営支援を行う。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

財政支援により、経営状況は安定に向かい償却前損益は黒字になっている
ため。

左記として判断した根拠

埼玉高速鉄道株式会社の経営安定化を図るため、県及び沿線市と共同で支
援を実施しているため。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

埼玉高速鉄道株式会社の経営安定化を図るため、平成15年度から平成21年度までの７年間、財政支援を実施したが、更なる経営安
定化を目指して引き続き、県及び沿線市と共同で平成22年度から10年間の経営支援を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

埼玉高速鉄道線支援事業

048-829-1869責任者 問い合わせ先村川　奏支

コード 03282801 － 000
埼玉高速鉄道線支援事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

埼玉高速鉄道株式会社経営改革プラン
埼玉高速鉄道株式会社に対する経営支援について

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局　地下鉄7号線延伸対策課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

埼玉高速鉄道線の利用者は開業以来着実に増加しており、欠かすことので
きない市民の足となっているため、事業継続のための支援は必要である。

5.その他（　　出資・貸付金　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

埼玉県・川口市・鳩ヶ谷市と共同して実施しているため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

財政支援 ：あり　横浜市・千葉市
埼玉県・川口市・鳩ヶ谷市と共同して実施している。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

21



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

延伸に伴い、岩槻駅等から都心への利便性は向上する。

左記として判断した根拠

需要予測や採算性の試算等の専門的な作業については、民間委託を実施
している。

　事務改善

鉄道等の延伸計画
　・あり（横浜市：構想段階／川崎市：凍結／千葉市：凍結）
　・なし（相模原市）

先行整備区間である浦和美園から岩槻までの地下鉄7号線の延伸促進を図る。

地下鉄7号線の延伸については、市民から大きな要望があるため。
なお、平成12年１月に運輸政策審議会の答申で事業の必要性は示されてい
る。

左記として判断した根拠

埼玉県と共同で実施しているため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　平成　１７　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-1869責任者 問い合わせ先村川　奏支所管部署 政策局　地下鉄7号線延伸対策課

地下鉄7号線延伸促進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

地下鉄7号線延伸促進事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

地下鉄7号線延伸線基本計画に伴う調査業務の負担金に関する協定書
さいたま市高速鉄道東京７号線整備基金条例

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03283001 － 000

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本市の他の部署では、類似の事業を行っていない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 平成24年度末までに事業着手となる都市鉄道等利便増進法の手続きに入ることを目標に、引き続き埼玉県と共同で取り組んでいく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

単なるパソコン研修ではなく、地域コミュニティの活性化を目的とした地域IT
人材の育成事業であるため、市が全体的な方向付けや事業推進に向けた支
援を行っていくことは必要である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

横浜市、千葉市が同種事業を実施している。なお、川崎市、相模原市には同
種事業はない。

有効性

根拠

インターネットや携帯電話の急速な普及からもわかるようにITが市民の身近な
存在となっている現在、市民の間の情報格差の解消に努め、ITの利活用を
促進することにより、地域コミュニティの活性化を図ることは必要である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局政策企画部情報政策課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

情報化推進事業

048-829-1045責任者 問い合わせ先木内　利行

コード 034421 － 001
地域IT人材育成事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　IT技術の利活用により地域コミュニティが活性化するよう、人材の育成や市民・NPO・行政による協働の仕組みづくりを構築する。
また、IT講習会を実施するなどより地域情報化の推進役となる人材（地域ITリーダ）の育成をする。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　平成20年度以降の取組みを踏まえ、平成23年度から３年間の新たなプログラムを策定し、「（仮称）地域IT人材育成協議会」の設立準
備や「（仮称）地域IT人材ポータル」の開設準備など、より効果的な地域ITリーダの活動支援を行っていく。なお、本事業はこのように市民
やNPOが主体的に運営していくための基盤づくりを行った後、地域コミュニティ活動事業の一環として統合可能である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

「地域IT人材育成プログラム」（平成20年度～22年度）に基づき地域IT人材
育成を実施しているが、20年度、21年度ともに計画どおりに人材育成が進捗
している。

左記として判断した根拠

「地域IT人材育成プログラム」の進行管理やIT講習会の企画及び実施につ
いて、民間のコンサルやIT講習に実績のあるNPO法人と協働で実施してい
る。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

本事業は地域コミュニティにおける情報のやり取りをITの側面から支援してい
くことで、コミュニティによる「協働」の仕組みづくりを支援することを目的として
いることから、地域コミュニティ活動事業の一環として統合可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　平成20　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

オ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
市民サービスの向上や業務効率化を図るため、市の業務遂行において情報通信技術の活用及び業務の情報システム化が増大してい
ることから、今後も事業を継続していくべきと考えます。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市全体の情報化方針を策定しており、類似事業はありません。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 034421 － 002

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局政策企画部情報政策課

情報化推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

電子市役所構築推進事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-829-1045責任者 問い合わせ先木内　利行

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　平成13　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

情報化社会の進展により、市民サービスの向上及び効率化を図る上で、ITを
利活用した行政サービスは必須である。

左記として判断した根拠

市の総合振興計画に「電子市役所の構築」が位置づけられており、本事業は
その実現のための具体的事業であるため、当然市が実施すべきものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

毎年、情報化事業をPDCAサイクルによる進行管理を行うことにより、費用対
効果を満たす事業としている。

左記として判断した根拠

日々進歩する情報通信技術を必要とする事業であることから、民間の専門事
業者を活用することは妥当である。

　事務改善

他都市においても、本市と同様、情報化計画を策定し、それに基づきシステ
ムの開発、更新または人材育成などを行っている。

第二次情報化計画（H19～H22年度）とその実行計画である情報化アクション・プランに基づき「e-communityづくり」及び「e-
governmentづくり」を実行している。計画を着実に実行していくために各情報化事業の評価、見直しを図るとともに、また「情報化評議
会」において有識者や市民からの提言をいただき、事業の透明性に努めている。なお、今年度はH23年度を始期とする「第三次情報
化計画」を策定する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

市が自ら事業の継続性及び顧客情報等の安全性を確保する必要がある。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

他の関東指定都市でも同種の情報システムの保守運用を行っているが、情
報システムの管理拠点であるデータセンター設備の安全面で水準を下回っ
ている。

有効性

根拠

市民サービスの向上や業務効率化を図るため、情報システムの活用は拡大
しており、その安定稼動を確保するため必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局政策企画部情報政策課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

情報化推進事業

048-829-1045責任者 問い合わせ先木内　利行

コード 034421 － 003
情報システム保守運用事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

情報システムの安定稼動を確保するため、点検、改修及び情報セキュリティ対策等を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
平成23年度に電子計算組織最適化事業（オープン化推進室）と統合する。今後、庁内の各業務部署に散在する類似事業と統合を図る
ことで、本事業においては、統一的な運用及び情報セキュリティレベルの確保、契約事務等の簡素化、スケールメリットを生かした費用削
減取組が見込まれる一方、業務側においては、職員が専門業務へシフトしていくことで、事業全体の推進力向上が期待できる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

情報システムや通信回線の設備等の無駄の見直しや契約方法の工夫を行
い毎年度経費の削減を行っている。

左記として判断した根拠

市民の個人情報等を取り扱っているため全面的に民間に担わせることは困
難であるが、日々進歩する情報通信技術を必要とする事業であることから、
民間の専門事業者を活用することはコスト削減及び事業の円滑化において
不可欠である。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

特に点検、情報セキュリティ対策等の運用業務についてはスケールメリットを
生かした取組が可能であることから、他の部署で同様の事業がある場合は統
合が可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　浦和・大宮・与野　）・　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

カ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　市が行う事務の効率化や経費削減を図るため、市自らが自身の基幹系シス
テムを整備(オープン化)する必要がある。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　他の関東指定都市に先駆けて実施している事業であり、情報システムの最
適化を実施し大幅な経費削減を図っている。

有効性

根拠

　基幹系システムをオープン化することで、情報機器の有効活用、及び機器
賃借料等の経費削減が見込まれる。よって当事業は歳出削減に繋がるため
市民に対して必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 政策局　情報政策課オープン化推進室

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

電子計算組織最適化推進事業

048-829-1098責任者 問い合わせ先中川　和彦

コード 034421 － 000
基幹系システムオープン化事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　ホストコンピュータを有している業者の技術を使用した現行システムから、国際標準技術を使用したシステムとサーバへ移行し、シス
テム開発、運用管理等を公平な競争環境として整備(オープン化)することで、経費の大幅な削減を図る。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　基幹系システムオープン化事業は、事業期間を平成１８年度から平成２２年度の５年間と定め実施してきた事業で、計画通りに事業が
進み平成２２年度で完了するため。
　なお、本事業完了後のシステム運用については情報政策課が引き継ぐ。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　平成２３年度以降、基幹系システムに係る費用を、事業を開始した平成１８
年度に比べ毎年１０億円程度削減できる見込みである。

左記として判断した根拠

　IT経費削減には外部委託（アウトソーシング）の活用が不可欠である。
システムのオープン化により、システム開発・運用・保守・印刷など広範囲に
外部委託し、価格競争させている。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　当事業の対象となる税、住民記録、国民健康保険、国民年金等の基幹シス
テムと類似したものはない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　平成１８年度　）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

キ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　21　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市の最優先事項に位置づけた行政計画に対し進行管理を行い、内部評価、
外部評価を行って、市民参加の市民評価報告会を行う事業であり、類似事
業・代替制度はない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
「倍増プラン」に掲げた事業は、市政運営の最優先事項と位置づけられており、事業推進を図っていくうえで、今後も、継続して事業の進
捗管理や外部評価等を行い、市民参加による市民評価報告会を開催していくが、毎年度、評価・検証事業を実施していく過程で、より効
率的・効果的な実施手法の検討を行い、市民満足度向上につながる事業へとバージョンアップを図っていく。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

利用者負担の観点から、「倍増プラン」の頒布は、印刷製本費の実費相当分
の価格により、有償頒布している。

左記として判断した根拠

「倍増プラン」は、市の最優先事項に位置付けた行政計画であり、その進行
管理及び評価・検証は、市自らが実施すべき事業である。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

市民の皆さんとの約束である市長マニフェスト「さいたま市民しあわせ倍増計画」を市の計画として着実に実現するため、具体的な取
組指標やスケジュールを盛り込み策定した「しあわせ倍増プラン２００９」の進行管理を行うとともに、その進捗状況及び成果を客観的
に検証するため、市民や有識者等による外部評価を行い、市民参加の市民評価報告会を開催する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

政策調査事務事業

０４８－８２９－１０６３責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之

コード 03443501 － 01
「しあわせ倍増プラン２００９」の進行管理及び評価・検証

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 都市経営戦略室

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

市民との約束である市長マニフェストをベースに策定した「しあわせ倍増プラ
ン2009」の進行管理・評価検証を、市民参加により行うことは、市民との協働
の観点から、また、より開かれた市政を実現するため、必須の事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

「倍増プラン」は、本市特有の地域性に基づく行政課題等に対して、その課
題解決に向けた施策としての事業を掲げたものであり、市の最優先事項に位
置付けた行政計画であるため、その進行管理及び評価・検証は市が実施す
べき事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

関東指定都市において、進行管理を行い、外部評価を行ったうえで、市民評
価報告会を行っているところはない。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ オ

費用対効果の妥当性の判断は難しいが、国への要望・提案を行わなけれ
ば、国の制度改正につながらず、市の施策の実現が困難になることが予想さ
れる。

左記として判断した根拠

国への要望・提案であり、民間で行える事業ではない。

　事務改善

関東指定都市全市が同様に本事業を実施している。

市が直面している重要な政策課題のうち、市単独では解決が困難であり、国において制度改正等が必要で、かつ、緊急性が高いもの
について、各省庁予算の概算要求時期に合わせて提案・要望活動を行うもの。

本事業は、財政措置等を含めた本市の政策的な課題を解決するために実施
しており、市民に必要な事業である。

左記として判断した根拠

本市独自の課題について要望・提案する必要があるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　１５　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

０４８－８２９－１０６３責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之所管部署 都市経営戦略室

政策調査事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

国の施策及び予算に対する提案・要望の実施

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03443501 － 02

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

各所管局も単独で要望活動を実施しているが、具体の事業に関して、時機を
のがさず迅速な対応が求められていることから、概算要求時期に行う本要望
活動とは統合することは不可能である。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
現在、本市独自の予算措置要望については実施していないが、今後は本市の財政負担を減少させるため、制度要望だけではなく、予
算措置要望も含め、継続して要望活動を行っていく必要がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　15　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

全国市長会といった類似団体はあるが、設立趣旨が異なり統合は不可能。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容 大都市行財政の円滑な推進と伸張を図り、また、大都市の共通する課題の解決に向け、継続して事業を行う必要がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

１９市が共同で事務局を運営することで、指定都市としての要望活動などの
取り組みが効率的に実施することができる。

左記として判断した根拠

指定都市独自の事業を自ら考え、自ら行動することに意義がある。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

全国の指定都市の緊密な連携のもとに、国に対する制度の改廃・創設の提言などを通して、大都市行財政の円滑な推進と伸張を図
ることを目的とした事業

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

政策調査事務事業

048-829-1063責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之

コード 03443501 － 03
指定都市市長会運営事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 都市経営戦略室

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

大都市行財政の円滑な推進を図ることにより、指定都市及び本市の市民生
活向上に寄与する。

5.その他（　他の指定都市との共同で運営　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

指定都市独自の事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

指定都市が構成メンバーである。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

費用対効果の妥当性を図るのは困難だが、九都県市が共同して実施するこ
とに意義があり、国等に対し影響力がでることとなる。また、様々な課題の解
決にも繋がっており、効果は大きいと考えられる。

左記として判断した根拠

九都県市が共同で行う事業であり、民間が行える事業ではない。

　事務改善

関東指定都市が全市加入する会議である。

九都県市の首長が長期的展望のもとに、共有する膨大な地域活力を生かし、人間生活の総合的条件の向上を図るため共同して広域
的課題に積極的に取り組むことを目的とし、春と秋の年２回首脳会議を開催している。

広域的な課題を共同して取り組むことにより、様々な課題の解決に繋がって
おり、市民生活、市民サービスの向上に必要な事業である。

左記として判断した根拠

首都圏の指定都市として行うべき事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　１５　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

０４８－８２９－１０６３責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之所管部署 都市経営戦略室

政策調査事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

九都県市首脳会議

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03443501 － 04

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

類似の会議は見当たらない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 九都県市が抱える課題の解決に向け、継続して事業を行う必要がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）

30



１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（浦和市、大宮市、与野市）・　　　　　　　年度

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

地方分権の推進に関する事業に類似事業や代替制度はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
市民が真のゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくためには、今後も地域主権戦略会議をはじめとした国の動向を把握し、更な
る地方分権を推進していかなければならない。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

国の制度等に関して要求等を行うことについて、直截的な効果を示すことは
困難であるが、本市の意見等が政府策定の「地方分権改革推進計画」等に
おいても反映されるなど、着実に地方分権が進んでいる。

左記として判断した根拠

地方分権に関する本市としての意思を決定し、主張するための事業であり、
民間委託することは不可能である。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

地方の自主的、自立的な行財政運営を可能とさせるために、九都県市首脳会議、指定都市市長会と連携して、国からの権限移譲
等、地方分権に関する意見等を主張するとともに、大都市制度等の調査・研究を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

政策調査事務事業

048-829-1063責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之

コード 03443501 － 05
地方分権の推進

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 都市経営戦略室

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

地方分権を推進することは、基礎自治体を優先した、市民ニーズに即応でき
る市政を実現するためのものであり、市民に必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

真の分権型社会を実現し、市民サービスの向上を図るためには、地方分権
改革の当事者であり、市民サービスを提供する立場である本市が実施すべき
事業である。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

九都県市首脳会議や指定都市市長会の構成メンバーでもある関東指定都
市とは、連携、共同して地方分権改革に関する要求等を行っている。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

集中的かつ迅速な検討・立案、意思決定の迅速化が図られており、スピード
感のある市政運営につながっている。

左記として判断した根拠

市の重要施策について意思決定を行う会議であり、市が運営する必要があ
る。

　事務改善

関東指定都市においても、同様の会議を設置し、重要施策について意思決
定を行っている。

市の基本方針や重要施策について、集中的かつ迅速な検討・立案、意思決定の迅速化、経営感覚とスピード感のある市政運営が図
られるよう会議の運営をサポートする。

トップマネジメントの強化によって、効率的で効果的な行政運営が可能となる
ことから、市民にとって必要な事業である。

左記として判断した根拠

市の重要施策について意思決定を行う会議であり、市が運営する必要があ
る。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　１７　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

０４８－８２９－１０６３責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之所管部署 都市経営戦略室

政策調査事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

都市経営戦略会議の運営

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03443501 － 06

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

市の重要施策について意思決定を行う唯一の会議であり、類似事業・代替制
度はない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容 今後も付議案件の絞込みや重点化を行い、効率的な会議運営を推進するとともに、市の最高意思決定会議として継続が妥当である。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

より効率的、効果的に成果を得ることができる事業のみを行っている。

左記として判断した根拠

業務委託として、民間に委託しているものもある。

　事務改善

都市経営戦略室内の予算・決算、議会対応、日常的な庶務や研修などに係る事務事業。また、都市経営戦略室が所掌している重要
政策や特命事項など、緊急の政策的課題に対応するための調査委託。

室内の事業が円滑に行えるため、また、緊急の政策的課題に対応するため
に必要な事業である。

左記として判断した根拠

市が抱える政策的課題に対応するためのものであり、市が実施すべき事業で
ある。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　１５　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-829-1063責任者 問い合わせ先副参事　藤澤　英之所管部署 都市経営戦略室

政策調査事務事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

戦略室事務管理事業

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03443501 － 07

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

緊急の政策的課題に対応するための事業あり、類似事業・代替制度はない。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
緊急の政策的課題に対応するための事業であり、多岐にわたる行政需要に的確かつ迅速に対応するために、今後も継続して行う必要
がある。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　１４年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

　該当無し

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　東京事務所以外の部局が担うことのできる事業ではなく、他に類似の事業
や代替制度もない。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
　政策の立案、施策・事業の推進に資する各種情報のより早期の収集に取り組むとともに、事務所の立地を活かし、市政情報の発信・ＰＲ
及びシティセールス活動の推進に努める。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　情報収集及び関係機関との連絡調整は各部局を支援し、市政情報の発
信・ＰＲは市の対外的なシティセールスに貢献している。また他の関東指定都
市と比較して、少ない経費で同レベルの水準を確保している。

左記として判断した根拠

　関係機関とのネットワークを活用し、直接職員が携わることにより事業を展開
することができるものであり、現行の施設管理業務のみが可能な範囲である。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　市の政策立案、施策・事業の推進に資するため、市政に関連する各種情報を収集する。効率・効果的に情報を収集し、また共有化
を図るため、国会、各省庁、その他関係機関とのネットワークを構築し、連絡調整活動を行う。さいたま市の都市イメージや存在感を高
め、市政の発展を図るため、市政情報の発信・ＰＲ及びシティセールス活動を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

東京事務所管理運営事業

03-5215-7561責任者 問い合わせ先蓬田　　潔

コード 03445501 － 000
東京事務所管理運営事業

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

　無し

根拠法令 　無し

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 政策局東京事務所

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

　各部局の政策立案、施策・事業運営を支える活動を通じて市政を推進する
ことにより、市民生活の向上に寄与しており、市民に必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　該当無し

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　市の固有事業であり、国や県、民間に同様又は類似なものはない。また、国
や県、民間が代わって実施するものではない。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　関東指定都市の全てが実施しており、他の関東指定都市と同レベルの水準
である。

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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